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有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

市営住宅の入居者などを募集
申込期間は５月６日～ 19 日

■問尼崎市営住宅北部管理センター☎ 4961 － 6300 ■FAX  6421 － 2120
　尼崎市営住宅南部管理センター〒660 － 0052 七松町１丁目２－１－ 401 － D ☎ 6411 － 1151 ■FAX  6411 － 1152 

市営住宅の入居者を募集します　 ID 1003562
　募集するのは、一般向け住宅や車いす世帯向け住宅など
の特定目的住宅などです。申し込み多数の場合は抽選。な
お、抽選時の優先枠があります。申込資格など詳しくは入
居申込案内書をご覧ください。
　■申５月６日～19日に同案内書に付いている申込用紙を
郵送で尼崎市営住宅南部管理センター。窓口では受け付け
ません。重複申し込みは無効。同案内書は５月6日～19
日に下表の場所で配布します。

中堅所得者向け住宅の入居者を募集しています
ID①1003566② 1003567
　①尼崎稲葉荘団地②時友長ノ手２号棟 ｜ ｜の入居者を随
時募集しています。市内在住か在勤以外の人でも申し込み
が可能です。
　 ■問①尼崎市営
住宅南部管理セ
ンター②尼崎市
営住宅北部管理
センター。
市営住宅店舗の使用者を募集しています
ID 1013767
　戸ノ内浜西改良住宅店舗の使用者を随時募集していま
す。物販以外に事務所などとしての利用も可能です。
　■問尼崎市営住宅北部管理センター。

入居申込案内書の配布場所

尼崎市営住宅南部管理センター（フェスタ立花北館４階）・北部管理
センター（塚口若松ビル２階）、市役所中館１階市民相談担当、各地域
課・生涯学習プラザ・地域総合センター・サービスセンター、南部保健
福祉センター、園田東会館

夜間・休日は市役所中館１階警備室（夜間受付）

尼崎稲葉荘団地 時友長ノ手２号棟

■問都市戦略推進担当☎ 6489－ 6620■FAX 6488 ー 8883
隣地統合促進事業・密集市街地建物除却促進事業

隣地統合促進事業　 ID 1011588
狭小地や無接道地と、その隣地を統合する場合に掛かる
測量・登記費用などの一部を補助します。
■対狭小地（50㎡以下）や無接道地（面積制限なし）と
その隣地を統合する個人・法人。ほかにも要件あり。
◆補助額　【防災街区整備地区計画区域内（今福・杭瀬
寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出）】上限 50万円【同
区域を除く市内全域】上限 25万円。
密集市街地建物除却促進事業　 ID 1016823
老朽化した建築物が多く、災害時の危険性が高い密集市

街地にある老朽住宅の解体費用などの一部を補助します。
■対同区域内で、著しく不良であるため住居の用に供する
ことが不適当な建築物（判定基準あり）。
◆補助額　対象経費の５分の４（上限額は戸建て住宅
128 万円、集合住宅 256 万円。ほかにも上限あり）。
いずれも■申所定の用紙を直接
市役所北館６階都市戦略推進担
当。契約・工事前に申請が必要
です。予算額に達し次第終了し
ます。

防災性の高いまちづくりなどのためにぜひご活用を

住宅や建築物の耐震化などの対策を
耐震診断などに掛かる費用の一部を補助します

■問建築指導課☎ 6489－ 6647■FAX 6489 ー 6597
簡易耐震診断推進事業　 ID 1003585
耐震診断員を派遣し、建物の形や壁の配置、基礎の状況
などの目視による簡易な現地調査を行い、耐震性の評価な
どをまとめた報告書を住宅所有者にお渡しします。
■対昭和56年５月31日以前に着工した戸建て・長屋・共同
住宅。ツーバイフォー住宅は対象外です■¥住宅の種類や構
造により異なります。木造戸建て住宅の場合は１棟3,150円
■申所定の用紙を直接市役所北館５階建築指導課。予算額に
達し次第終了します。
住宅耐震改修促進事業　 ID 1002264
住宅の耐震改修の計画作りと工事に掛かる費用の一部を
補助します。実施前に申請が必要です。
①住宅耐震改修計画策定費補助　【補助額】耐震診断と

耐震改修の計画作り（工事費見積もりを含む）に掛かる費用
の３分の２以内（上限額は戸建て住宅20万円、共同住宅１
戸当たり12万円）。
②住宅耐震改修工事費補助　【補助額】耐震性向上のため
に行う、基礎や柱の補強などに掛かる費用を対象に、上限
額は戸建て住宅100万円、共同住宅１戸当たり40万円。
③簡易耐震改修工事費補助　【補助額】耐震診断・耐震改
修の計画作り・上部構造評点を0.7以上にする部分的な工事
に掛かる費用を対象に、定額で50万円。
いずれも■対昭和56年5月31日以前に着工した▷戸建て▷
長屋▷共同──住宅などの要件を満たすもの■申直接同課。
共同住宅の場合は事前協議が必要です。予算額に達し次第
終了します。②③は所得制限あり。

■問住宅政策課〒 660－ 8501【住所不要】☎ 6489－ 6608■FAX 6489 ー 6597
空き家の除却や利活用を補助します
空き家対策に関する新たな取り組みが始まります

老朽空家に係る除却費補助金　 ID 1024802
令和５年度までの３年間、利活用が困難な不良度の高い
空き家を除却する費用の一部を補助します。選考あり。
■対▷２年以上空き家である▷本市が定める不良度判定表
による評点が 50点以上▷耐震性能がない──などの空き
家の所有者。ほかにも要件あり。
◆補助額　除却費用の２分の１。上限額は30万円。切
り離しが必要な長屋の場合は50万円、長屋・共同住宅を
複数戸除却する場合は１戸当たり30万円（上限90万円）。
■申６月１日～ 30日に所定の用紙などを郵送か直接市役
所北館５階住宅政策課。工事前に申請が必要です。
特殊空家に係る除却費補助金　 ID 1024803
除却するときに障害が多いと予想される空き家を除却す
る費用の一部を補助します。
■対他人が所有する土地にある長屋建て空き家の所有者か
接道不良土地にある空き家の所有者・土地所有者。ほかに
も要件あり。
◆補助額　除却費用の３分の２。上限額は50万円。切
り離しが必要な長屋の場合は70万円、長屋を複数戸除却
する場合は１戸当たり50万円（上限150万円）。
■申所定の用紙などを郵送か直接同課。工事前に申請が必

要です。
空家改修費補助事業　 ID 1024804
　一定期間利用されていない空き家や、建て替えが難しい
空き家の、利活用に掛かる改修費用の一部を補助します。
■対耐震性能がある空き家でそれぞれ次の要件を満たすも
の。【自己住居型】築20年以上で２年以上（接道要件を満
たしていない場合は３カ月以上）使用していない空き家を自
己の居住用に改修する個人の所有者か借り主【事業者型】
接道要件を満たしておらず、３カ月以上使用していない空
き家を賃貸用に改修する所有者（法人も可）。ほかにも要件
あり。
◆補助額　改修費用の3分の２。上限額は１戸当たり
100万円、長屋・共同住宅の場合は1棟当たり200万円。
　■申所定の用紙などを郵送か直接同課。工事前に申請が
必要です。
さまざまな空き家対策事業を実施しています　
ID 1021364
本市では、空き家の減少に向けて、さまざまな補助事業
の実施やセミナーなどによる啓発に取り組ん
でいます。詳細は、右記QRコードからご確
認ください。




